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研究成果の概要（和文）：　新興国（ペルー）におけるIFRSと中小企業向けのIFRSの実施の影響、問題を検討
し、その発展のためにいくつかの提案を行なった。この研究成果はAAA、APIRA、主要な学術会議2019-IASB研究
フォーラム（The Journal of International Accounting Research、American Accounting Association
AAA））といった国際学会で発表された。さらにカトリック大学の編集基金より2021年に本が出版される予定で
ある。
　この研究は特に新興国でIFRSに焦点を当てているステークホルダーにとって有益なものとなるであろう。

研究成果の概要（英文）：I have examined the effects, issues and implications of the implementation 
of IFRS and IFRS for SMEs in Peru and also gave some proposals for its development. I have 
disseminated my research results in top academic conferences (2019 - IASB Research Forum in 
conjunction with The Journal of International Accounting Research, American Accounting Association 
(AAA)- Annual Meetings 2018, 2019 and 2020 (forthcoming), 2019 International Accounting Section 
Midyear Meeting - AAA, 2019 Asia-Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) 
Conference,  and conferences in Peru’s main cities (Lima -Pontifical Catholic University- and 
Arequipa -National University San Agustin of Arequipa-). Most importantly, I have included some of 
the most important findings in a journal and a book which will be published by the Editorial Fund 
Pontifical Catholic University (tentatively, 2021). In summary, this research will benefit 
stakeholders who focus on IFRS, especially in emerging countries.

研究分野： Financial Accounting - IFRS

キーワード： Financial Accounting_　IFRS　Peru　Accounting Education　 IFRS for SMEs　Emerging country　La
tin America
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研究成果の学術的意義や社会的意義
新興国での実質的な基準の適用によって起きた問題を要約し、実質的なグローバルの会計標準化に貢献した。ま
た、他の新興国でIFRS（国際財務報告基準）を適用することで起きる影響への理解を深められる。
まず日本からの観点では、南米における分析経験を通し、日本で適用されるルールとIFRSの実質的なコンバージ
ェンスの分析に役立つ。ビジネス分野では日本企業がペルーの会計と税の枠組みを理解するために役立ち、在ペ
ルー日本企業の貿易産業の成長を容易にする。さらに研究分野では、日本人研究者の研究が進んでいない地域で
の研究を促進できる。また、ペルーからの観点では、ペルーの会計と税制、そして金融情勢の改善に貢献でき
る。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

1994 年から 1998 年にペルーの ASB（Accounting Standards Board）により IFRS（国際財務報

告基準）が適用され、2008 年に新しく標準化された勘定科目表が適用されて以来、ペルーでは

多くの問題が発生していた。いくつかの問題は、ペルーにおけるビジネス環境の特徴に、その他

は税法と IFRS の相違に関係していた。まず、ビジネス環境に関して、この研究において分析さ

れる重要な問題の一つとして Employee Profit Sharing（1970 年代に行われた利益に応じて労

働者が企業から株を受け取る制度）が挙げられる。数十年の間、この問題があるが、IFRS では

その点について考慮されていない。さらに、IFRS が適用されたことで、ペルーの専門家や会計

教育にも影響があったと考えられた。 

さて、この研究で調査されるテーマに関する文献はほとんどなかった。関連する論文 Diaz

（2010）、Tanaka（2014、2015）の中で言及されており、他には「ペルーROSC の会計と監査」（世

界銀行、2004 年）のような書誌が挙げられた。Diaz（2010）は、現在の会計の枠組みを要約し、

IFRS を採用した企業におけるコンプライアンスを調査した。ただし、これは、ペルーで中小企

業向け IFRS が完全に採用され、会計環境における重要な変化が起こる前に発行されている。

Tanaka（2014）では、中小企業への IFRS の適用状況の分析が行われ、翌年の Tanaka（2015）で

は完全な IFRS へのコンプライアンスの分析が行われた。後者の研究により、ペルーにおける規

定された会計の枠組みには多くの基準が存在することが判明した。（表１を参照）。 

表１ ペルーにおける会計枠組み基準 

 

但し、Tanaka（2014、2015）における両調査では主に基準（完全な IFRS または中小企業向け IFRS）

へのコンプライアンスに焦点が当てられ、それらのいずれにおいても、IFRS（完全または中小企

業向け）導入の影響が他の関連問題（税システム、会計教育システムなど）に及んでいることに

ついて調査されていなかった。 

そこで、この JSPS の研究において、完全な IFRS 実施によって生じるいくつかの問題を分析す

ることにした。例えば、IAS 1、IAS 2、IAS 16、IAS 17、IAS 18、IAS 21、IAS 27、IAS 28、IAS 

29、IAS 36、IAS 41 などの適用に関する問題について査定した。一方、ペルーでは現在税務機

関（SUNAT、米国の IRS に相当）は、税問題について企業の規模によっていくつかの会計コンセ

プトを使用していたため、税法と IFRS のコンバージェンスについても考察した。 

 

２．研究の目的 

この研究の目的は、新興国（ペルー）における IFRS 適用の影響や効果、そして意義を分析し、

一国（ペルー）とグローバルの観点をもって状況改善のためのいくつかの提案をすることを目指

すものである。研究は以下の 4つのパートで構成している。 

⑴ 完全な IFRS へのコンプライアンスとそれによって生じた現在の問題 

⑵ IFRS 導入によるペルーでの影響と意義 

Type of company
Institution that 

sets/makes official the 
standards

Accounting standards

Financial company SBS SBS own accounting standards
Non-financial listed company IASB IFRS
Private company CNC IFRS approved by the CNC
SME CNC IFRS for SMEs



⑶ 中小企業の IFRS へのコンプライアンス、及び生じた現在の問題と提案 

⑷ この研究結果の普及 

 

３．研究の方法 

一次データは、アンケートとインタビューを通じて収集した。この調査の目標の 1 つは、IFRS

への完全な準拠によって起きた例外となる可能性があるいくつかの事例を見つけることである。

そのためにまず企業がどの程度 IFRS に準拠しているのかを判断し、いくつかの問題の原因とな

るトピック/領域が何であるかを理解するために、企業に対してアンケートを行った。さらに、

IFRS に関する教育に対して教員と学生がどう認識しているのかを把握するために、彼らにアン

ケートを実施した。また、会計および税制の現状をより包括的に把握するために、表２にある重

要なステークホルダーにインタビューを行った。 

表２ インタビューを行なった重要なステークホルダー 

 

また、会計教育における IFRS 適用の影響の分析のために、表３に示されたステークホルダーに

インタビューを行った。 

表３ インタビューを行なった会計教育に関わるステークホルダー 

 

# Institution Position
1 　Accounting Standards Council / General Direction of Public Accounting 　President / General Director
2 　Superentendency of Securities Markets 　Supervisor
3 　SUNAT (Peru's Tax Agency) 　Manager - Division of Virtual Formation
4 　Lima's Professional Accounting Associations (CCPL) 　Dean

# Institution Position
5 　EY 　Leader Partner
6 　PWC 　Partner
7 　Deloitte 　Partner

　Deloitte 　Partner
8 　BDO 　Partner
9 　KPMG 　Director, Accounting Advisory 　Sevices
10 　Espinoza & Associates 　Partner
11 　Monzon, Valdivia, Falconi & Associates 　 Partner

# Institution Position
12 　Pontifical Catholic University of Peru - School of Accounting Sciences 　Dean
13 　 Pontifical Catholic University of Peru - Department of Managerial Sciences 　 Head
14    National University of San Marcos 　Dean
15    University of the Pacific  　Professors
16    National University of Callao 　Dean
17    University Ricardo Palma 　Dean

# Institution Position
18 　Rubio, Leguia & Normand (Top law firm) 　Partner
19 　Latinoamericana de Gerencia (Top accounting firm) 　Partner - Director

Regulators and other institutions

Auditing Firms

Other Relevant Stakeholders

Universities

1
Pontifical Catholic University of Peru - Department of 
Managerial Sciences

Head of the Department

2
Pontifical Catholic University of Peru - School of Accounting 
Sciences

Dean

3 University of Pacific
Main professor in the Academic 
Department of Accounting

4 University of Pacific
Main professor in the Academic 
Department of Accounting

5 National University of San Marcos Dean
6 National University of Callao Dean School of Accountancy
7 National University of Callao Director  Postgraduate Studies

8 National University San Agustin of Arequipa
Director of the Professional School of 
Finance

9 University Ricardo Palma - School of Economics and Business
Director of the School of Accounting and 
Finance



 

４．研究成果 

この研究で最も重要な研究成果には次のようなものがある。 

IFRS の適切な実施によって会計士が行う「専門的判断（Professional Judgement）」能力の向上

が求められるにも関わらず、それを的確に行うためのトレーニング不足が多くの会計士にとっ

て主な問題である。その原因の一つとして挙げられるのは、多くの会計学部で、会計は標準化さ

れた勘定体系を使用した機械的なツールをもって教えられていることである。また、もう 1つの

重要な問題は、「Materiality」（重要性）の概念の適用である。 

一般に、公正価値に関連する基準は多くの会計士にとって困難なものである。 

企業が理解しにくい、外部監査の対象または対象外の特定の基準には、金融商品基準、公正価

値測定、投資不動産、農業 IAS 21、IFRS15、IFRIC 12、IFRS 39 がある。特定の業界の場合には

IFRS 9、IFRS 17、IAS 41 が適用される。 

ペルーの会計士の現状と、高度な「専門的判断（Professional Judgement）」を要求する IFRS

の難しさを考慮すると、ペルーの大多数の企業において IFRS 導入への移行を促進するための 1

つの実用的な方法として PCGE（IFRS を考慮した新しい Standards of Chart of Accounts）が会

計士へより広く普及されることが推奨される。 

上場企業は当初 IFRS 適用に多くの困難を経験したものの、IFRS について前向きな認識を持つ

傾向があると結論付けた。さらに、BIG4 である Deloitte, EY, KPMG, PWC（ペルーの場合、BDO

が大きな市場シェアを持つため、BIG5 と言う方が正確である）は、独立したコンサルタントと

ともに、ペルーでの IFRS 適用において非常に重要な役割を果たし、多くの企業の特にスタッフ

のトレーニングにおいて貢献した。企業の多くの主な問題は、IFRS に各々の状況において十分

な仕様がないにも関わらず、専門家の厳しい判断が要求されることであった。 

民間企業に関しては、IFRS を適用するために必要な技術的スキルを持つ会計士が少ないこと

から供給不足であり、また個人企業、合名会社、そしてほとんどの株式会社のオーナー、パート

ナーシップの所有者/株主は金融および経済取引をより正確に報告し、財務諸表に基づいて意思

決定を行うことよりも、法的に納税額を最小限に抑えられることを重視するという点で IFRS の

スキルを持つ会計士の需要も少ない。つまり、IFRS 適用のための供給も需要も不足しているた

め、IFRS コンプライアンスレベルは低くなっている。 

IFRS 適用後の会計の質に関して、一次データ分析により、公的に IFRS を適用したことがペル

ーの会計の質の改善に役立ったということが判明した。これは、IFRS の採用により、以前は明

確に定義されていなかった会計基準が明確化および標準化されたからである。一方、二次データ

の分析により 2011 年上場企業に IFRS 適用が義務化されたが、それ以前から完全に、あるいは一

部 IFRS を適用していた企業もあり、収益管理または価値の関連性に大きな影響を与えなかった

ことが示された。 

また、IFRS 適用は、ペルーにおける会計データの品質、そして結果として、コーポレートガ

バナンスの質の向上に役立っていることも明確になった。なぜなら、IFRS の採用以前は、ペル

ーで適用される会計基準が十分に定義されていなかったからである。 

IAS 41 に関して、企業（特に農業企業）が伝統的に財務諸表の作成に取得原価主義を適用して

いる国では IFRS に準拠すべきであるという主張を裏付ける証拠が見つかった。このモデルは他

の林業企業も利用することで、会社と国の両方に大きな利益をもたらすことになる。 

しかし、上場していないペルーの大多数を占める正式な会社の約 99％は、主に納税ルールを

使用しながらも、“中小企業版 IFRS（IFRS for SMEs）”を使用しない。これらの会社は納税ル



ールにある取得原価主義に従うからである。そのうえ、残念ながら、食品などの路上販売などと

いった正式でない会社の数は非常に多く、それ以外の会社の数のほぼ 2.8 倍であることから結

果的に中小企業版 IFRS に準拠するペルー企業の総数は非常に少なくなっている。 

最後に、会計教育に関する調査により、IFRS はペルーの会計教育にプラスの影響を及ぼした

が、解決されるべき多くの問題があると結論づけられた。ペルーでは会計士の国家試験がなく、

大学の会計学部で学ぶことにより、会計士資格を得ることができ、協会に登録することで会計士

として認められる。会計士の能力向上のためにも国レベルの会計試験（CPA 試験と同様）の実施

の必要性や、国際会計教育基準委員会（IAESB）の国際教育基準に準拠した会計学部カリキュラ

ムへの調和など、いくつかの提案を行った。 
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